
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（１）目的 

本計画は、公共施設等総合管理計画で掲げた保有面積２０％削減の目標達成に向け、必要な機能やサ

ービス水準は維持しつつ、公共施設の数や規模を将来の市の人口や財政規模に見合ったものにするた

め、施設の老朽度や利用状況などの実態を踏まえて施設ごとに今後の具体的な方向性を定め、計画的に

取り組むための指針とするものです。 

（２）計画の位置づけ 

本計画は、「笠間市公共施設等総合管理計画」の下位に位置づけられ、公共施設の再編の方針と

個々の施設の方向性を示す計画です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）計画期間 

計画策定後の令和３年度（2021 年度）から令和２７年度（2045 年度）までの２５年間 

 

（４）対象施設 

市が所有・管理する全ての公共建築物   ２４２施設､４６８棟 

   （建築後４０年以上経過した建物が１１６棟、延床面積は全体の約３割を占める。） 

（5）計画の目標 

「笠間市公共施設等総合管理計画」

策定時の２０％削減に相当する施設保

有面積（１７７,８２７．８４㎡）を目指して

適正配置に取り組みます。 

※ 本計画では、総合管理計画策定後、一部事

務組合の解散により令和2年度に市に編入

された環境センター等の廃棄物処理施設及

びその関連施設（ゆかいふれあいセンター）

の計 9,399.79 ㎡を除く 225,617.54

㎡を削減目標の対象面積とします。 

（１）改修等の基本的な方針 

 事後保全型から予防保全型による維持管理 

 維持管理・更新費用の平準化 

 長寿命化改修 

（２）長寿命化建物の選定 

計画的な予防保全により長寿命化を目指す建物（以下

「長寿命化建物」）と、それ以外の建物（以下「その他建物」）

に区分し、目標使用年数を設定します。 

①  劣化による安全性に係るリスク（発生可能性、影響

の大きさ）を考慮し、不特定多数の市民が利用した

り、多くの市民が活動するなど、計画的に施設管理

することが必要な建物（建物の用途や規模などか

ら判断） 

②  当面、譲渡や売却、貸付等の予定がなく、今後も維

持・保有を継続する見込みの建物 

（３）目標使用年数 

建築物の使用期間を明確にしないまま長寿命化を図ることは、修繕・更新時期、使用部材及び適用工法の選択を的確に

見極められず、ライフサイクルコストを増大させるおそれがあるため、建築物の目標使用年数を定め、計画的に保全を実施

していきます。 

建築物は、多くの部位・部材で構成され、その耐用年数は個別に異なりますが、その中では構造躯体の耐用年数が最も

長いため、これを建築物の目標使用年数と位置づけます。 

表 目標使用年数表 

管理区分 
鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

鉄骨造 ブロック造 

レンガ造 
木造 

重量鉄骨造 軽量鉄骨造 

長寿命化建物 80 年 80 年 50 年 80 年 50 年 

その他建物 60 年 60 年 40 年 60 年 40 年 

（４）改修・更新時期 

「長寿命化建物」（鉄筋コンクリート造等）の改修・更新時期は、平成２７年（２０１５年）4 月に文部科学省から公表された

「学校施設の長寿命化計画策定に係る手引」を参考に設定しました。 

 

 

 笠間市公共施設等適正配置計画の概要 （1/2） 

 １．総論  【第１章】  ２．公共施設の長寿命化に係る基本的な考え方 【第３章】 

全建物

①計画的な施設管理
が必要な建物
（規模、用途）

②今後も維持・保有
を想定している建物

長寿命化建物 その他建物

○

×

○

×

社会的要求水準

新築 20年 40年 60年 80年

大規模修繕
（機能回復）

長寿命化改修
（機能向上）

大規模修繕
（機能回復）

建替え
又は廃止

目標使用年数

鉄筋コンクリート造
鉄骨鉄筋コンクリート造
重量鉄骨造 軽量鉄骨造、木造

社会的要求水準

新築 25年 50年

大規模修繕
（機能回復）

建替え
又は廃止

目標使用年数

笠間市公共施設等
総合管理計画

（２０１６.１１策定）

笠間市公共施設等
適正配置計画

（２０21.3策定）

222,284.8㎡

177,827.84㎡

【参考】23５,０１７.３３㎡

２０％削減

目指す保有面積

47,789.70㎡

目指す削減面積

1.5％増

保
有
面
積
（
㎡
）

177,827.84㎡

目指す保有面積

廃棄物処理施設等

【削減目標の対象面積】
２２５,６１７.５４㎡



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）個別施設の方向性 

保有面積２０％削減に向け、中長期的な方針に基づき計画的に施設再編に取

り組むため、施設の現状や課題を踏まえ、個別施設の方向性（適正配置の方針）

を建物単位で整理しました。 

＜整理イメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）将来保有面積のシミュレーション 

個別施設の方向性に基づき適正配置の取組を推進することによる、将来

の保有面積（計画値）のシミュレーション結果を下図に示します。 

本計画では、公共施設の保有面積削減目標の達成に向け、個別施設ごと

に方向性を明確にして、保有面積の適正化（縮減）に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 シミュレーションに基づく将来の保有面積（計画値） 

 笠間市公共施設等適正配置計画の概要 （２/2） 

 ３．公共施設等適正配置計画 【第４章】 

＜期間＞ 
  ・既に超過 ～２０２０年 

  ・第１期 ２０２１～２０２５年 

  ・第２期 ２０２６～２０３５年 

  ・第３期 ２０３６～２０４５年 

  ・次期 ２０４６年～ 

 ４．実施計画 【第５章】  ５．公共施設の適正配置の推進 【第６章】 

（１）中長期のコスト見通し 

個別施設の方向性を踏まえた、計画期間のコストを算出した結果、

計画期間を通して、単年平均で約１２億円が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

図 中長期のコスト見通し 

（２）改修等の優先度 

今後、限られた財源の中で多くの施設の修繕・改修工事を実施し

ていく際、本当に改修が必要な建物の工事を優先し、財政負担の

平準化を図っていく必要があります。 

平準化を検討する際の指標として、建物ごとに優先度を定めま

す。優先度は、「管理水準」と「施設重要度」の 2 つの指標から定め、

６段階に区分します。 

優先度 ＝ １）管理水準 × ２）施設重要度 

 

管
理
水
準 

 施設重要度１ 施設重要度２ 施設重要度３ 

長寿命化建物 優先度Ⅰ 優先度Ⅲ 優先度Ⅴ 

その他建物 優先度Ⅱ 優先度Ⅳ 優先度Ⅵ 

（３）実施計画 

中長期コストの算出結果を基本とし、改修や更新工事が集中し

ている年は優先度を踏まえて実施年を先送りや前倒しして山崩し

するなどし、計画期間の実施計画を策定しました。 

 

■実施計画（案） 
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第1期 第2期 第３期

コ
ス

ト
（
千

円
） 解体処分

更新

長寿命化改修

大規模修繕

単年平均

1,201,381

○ ：大規模修繕

★ ：長寿命化改修

● ：更新（目標使用年数）

※空欄の建物は2046年以降に実施予定

（１）計画の進捗管理・見直し 

PDCA サイク

ルにより公共施

設で提供する行

政サービスの量・

質のマネジメント

を進めます。 

（２）計画の推進体制 

全庁的組織として公有財産利活用検討委員会において、進捗状

況の評価、計画の推進方策の決定や見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）財産（土地・建物）の有効活用 

計画の推進により生じた再編後の跡地等に係る土地や建物

は、以下の検討フローに従って有効活用を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設再編後の跡地（土地・建物）の発生

活用意向を庁内に照会

庁議

公有財産利活用検討委員会 （事務局：資産経営課）

利活用方針の検討

サウンディング調査
（公民連携の可能性、建物・土地の活用可能性）

公有財産利活用検討委員会（事務局：資産経営課）

民間利活用手法の検討

供用開始 貸 付

貸付公募

売 却

公共利用＋PPP 公共利用しない

貸し付ける

貸付先あり

公共利用

PPP 売却

貸付先なし

Plan（計画）

 適正配置計画の策定、
見直し

Ｄｏ（実行）

 本計画で定めた方針
の実行

Ｃｈｅｃｋ（評価）

 実施効果の検証

 公有財産利活用検討
委員会での確認・評価

Ａｃｔｉｏｎ（改善）

 改善策の検討

 目標の見直し

 取組の見直し
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（2016.11)
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㎡
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医療施設

下水道施設

上水道施設

その他

公園

市営住宅

行政系施設

保健・福祉施設

子育て支援施設

学校教育系施設

スポーツ・レクリエーション施設

社会教育系施設

市民文化系施設

計画に

戻づく

縮減面積

225,617.54

20％

削減

222,284.81

21％

削減

適正配置の

取組の推進


